
熱海市橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託 

 

 

特記仕様書 

 
（適用） 

第１条 本特記仕様書は、熱海市（以下「委託者」という。）が実施する「熱海市橋梁長寿命化

修繕計画策定業務委託」（以下「本業務」という。）に関する特記事項を示すものである。 

 

（業務目的） 

第２条 本業務は、今後急速に増大する老朽化した橋梁の維持管理に対応するため、市の管理

する橋梁 132 橋を対象とし、従来の事後的な修繕・架替えから予防的な修繕・計画的な架替え

への円滑な転換を目的とした、橋梁長寿命化修繕計画を策定するものである。以下に実施概要

を示す。 

（１）路線の重要性、橋梁規模等を評価し、橋梁の重要性を区分 

（２）定期点検結果の整理・分析し、対象橋梁の健全性を把握・評価 

（３）橋梁の重要性および健全性を考慮した対策優先順位を設定 

（４）個別の橋梁の状態等を把握した上で、対策の内容・費用・実施時期を設定 

（５）橋梁長寿命化修繕計画を策定 

 

（業務範囲） 

第３条 本業務の業務範囲は、委託者が管理する 132 橋を対象とする。（対象リスト参照） 

 

（適用基準等） 

第４条 本業務の実施に当たっては、本特記仕様書によるほか、次の各号に示す基準等に準拠

して実施するものとする。 

（１）静岡県業務委託共通仕様書  

（２）道路橋示方書・同解説       平成 29 年 11 月 日本道路協会 

（３）その他 関連基準 

・コンクリート橋設計便覧 平成 6 年 2 月 日本道路協会 

・道路設計要領  平成 26 年 3 月 国土交通省 中部地方整備局 道路部 

・静岡県橋梁設計要領  平成 26 年 7 月 静岡県交通基盤部道路局 

・道路橋定期点検要領  平成 31 年 6 月 国土交通省道路局 

・橋梁定期点検要領   平成 31 年 3 月 国土交通省道路局国道・防災課 

・社会資本長寿命化計画橋梁ガイドライン（改訂版） 

平成 28 年 3 月 静岡県交通基盤部道路局道路整備課 

・橋梁点検マニュアル（平成 27 年度改訂）  

平成 28 年 3 月 静岡県交通基盤部道路局道路整備課 



・橋梁補修マニュアル（平成 27 年度改訂）  

平成 28 年 3 月 静岡県交通基盤部道路局道路整備課 

 

（貸与資料） 

第５条 本業務における貸与資料は以下のとおりとする。 

（１） 過年度の橋梁定期点検業務委託報告書 

（２） 熱海市橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託（平成 24 年度） 

（３） 熱海市橋梁台帳 

 

（業務内容） 

第６条 本業務の業務内容は、次の各号に示すとおりとする。なお、項目に変更が生じた場合

は、監督員と協議を行うものとする。 

（１） 計画準備 

業務の目的、主旨を把握した上で関係資料の収集・整理を行い、業務計画書の作成

を行う。 

（２）橋梁諸元・点検結果の分析・整理 

ア 橋梁情報の整理 

貸与する橋梁台帳・過年度橋梁点検結果等に基づき、132 橋の橋梁諸元を整理する。 

イ 点検結果データの整理 

橋梁点検結果を取りまとめ、計画策定に用いるデータを抽出・整理する。 

ウ 健全性の把握・評価 

橋梁点検により得られた、橋梁の部材ごとの判定区分の記録を基にして、橋梁の健

全性を整理・分析する。 

（３）劣化予測の検討 

橋梁点検結果を整理したデータから、劣化の傾向や要因・損傷原因を整理・分析し、

劣化予測を行う。路線や地域別に劣化・損傷の傾向に特徴がある場合には，その状況に

ついて整理する。なお、劣化予測式は、点検結果から得られた主要部材の健全性と経過

年の関係を統計分析し、回帰曲線を設定する。 

（４）対策優先順位の再整理・検討 

路線の重要度、交通量、ＤＩＤ地区、橋梁規模、供用年数、統合・廃止の有無など

の指標に基づき橋梁の重要度を分類する。橋梁の重要度及び健全性より、対策優先順位

を設定する。 

（５）補修工法の再検討 

ア 補修工法の再検討 

最新の定期点検結果等に基づき、各橋梁の損傷原因及び損傷状況に応じた標準的な

対策工法を検討する。 

イ 補修費の検討 

過去の補修実績を踏まえ、橋梁長寿命化修繕計画策定に用いる標準補修工事費の設



定を行う。 

ウ 概算数量の算出 

点検結果を踏まえ、橋梁長寿命化修繕計画策定に用いる標準補修工法の概算数量の

算出を行う。 

（６）修繕計画シナリオの検討 

ア 橋梁管理方針の検討 

橋梁ごとの維持補修シナリオ（予防保全型、事後保全型）の検討を行うとともに、

そこで決定された維持補修シナリオに応じた管理水準や耐用年数について検討を行い

設定し、ライフサイクルコストの算出に反映させる。なお、（６）ウ シミュレーショ

ンの結果、予算的制約を超過した場合は、橋梁ごとの維持補修シナリオの見直しを行う。 

イ ライフサイクルコストの算出 

橋梁ごとの管理水準と補修対策、対策後の健全性を定義し、あらかじめ設定した橋

梁の健全性に応じた標準的な対策工法及び補修単価を基に橋梁ごとのライフサイクル

コストを算定する。 

ウ シミュレーションの実施と最適案の選定 

長寿命化修繕計画策定に当たり、複数条件の管理水準、劣化予測、補修対策を基に将

来シミュレーションを行う。この結果から、将来の健全性分布、予算の平準化等さまざ

まな観点で妥当性を検証し、最適な補修シナリオを選定する。 

エ コスト縮減効果の検証 

コスト縮減効果を示すために、従来の事後保全的修繕・架け替えに要する費用と、

予防保全的修繕及び計画的架け替えに要する費用の比較を行ない、コスト縮減効果を検

証する。 

（７）橋梁長寿命化修繕計画の策定 

ア 修繕計画の策定 

検討結果を踏まえ、最適案のシミュレーション結果に基づき、予算等について財政

担当部署を交えた調整を行い、次に掲げる事項を明示した、橋梁長寿命化修繕計画を策

定する。 

・対象施設 

・計画期間 

・対策の優先順位の考え方 

・個別施設の状態等 

・対策内容と実施時期 

・対策費用                                                                                                                             

なお、「対策内容と実施時期」は、今後の実事業に対応した計画とする。 

イ 公表資料の作成 

作成した長寿命化修繕計画を一般に公表するための公開用資料を作成する。 

（８）策定委員会資料作成 

計画策定にあたり、学識経験者等の専門知識を有する者を含めた橋梁長寿命化修繕計



画策定委員会 3 回程度の開催を支援するための資料等を作成する。 

なお、学識経験者等からの意見聴取および策定委員会の検討は、以下の項目を予定

している。 

① 橋梁点検結果の分析 

② 劣化予測 

③ 優先順位設定 

④ LCC の算出及び予算シミュレーション 

⑤ コスト縮減効果 

⑥ 長寿命化修繕計画 

（９）報告書作成 

業務の成果を報告書としてとりまとめ、公表資料を 1 式として報告書に添付する。 

（１０）設計協議 

委託者との協議は、5 回（中間 3 回）以上とし、初回と成果品納品時には主任技術者

が立ち会うものとする。また、関係機関との協議が必要な場合には、必要に応じて立ち

会うものとする。 

（１１）策定委員会運営補助 

策定委員会運営補助として、策定委員会に出席し、議事録の作成を行う。策定委員

会の回数は 3 回とする。 

 

（主任技術者） 

第７条 主任技術者は、共通仕様書の定める技術士（総合技術管理部門（建設－鋼構造及びコ

ンクリート）または建設部門（鋼構造及びコンクリート））あるいはＲＣＣＭ（鋼構造及びコン

クリート部門）の資格保有者とする。 

 

（成果品） 

第８条 成果品は、次に示すとおりとする。 提出先は熱海市観光建設部都市整備課とする。  

（１）報告書                    2 部 

（２）電子データ（ＣＤ―Ｒ）             1 部 

（３）その他、監督員の指示するもの                  1 式 

 

（疑義） 

第９条 本業務の実施に当たり、疑義が生じた場合は、委託者、受託者双方の協議により定め

るものとする。 


